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０制度概要 

１.制度概要・マニュアルについて 

人材確保や若年者の県内就職・定着を図るため、若手職員の奨学金返済支援制度を有する社会福祉法

人・医療法人および職員への補助を行う制度です。制度の詳細は、交付要綱や手引きをご参照ください。 

本マニュアルは、５つの電子申請の手続き「初回登録」「交付申請」「変更申請」「実績報告」「支給完了

報告」と「帳票出力」を行うための手順を解説したマニュアルです。 

 

２.制度の流れ 

本制度は、毎年度申請していただく必要があり、手続きは、「 （初めて本制度を利用する法人のみ）初回

登録➡交付申請➡（必要な場合のみ）変更申請➡実績報告➡補助金送金➡支給完了報告」の流れになりま

す。それぞれの期限の締め切りは、図に記載のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.申請にあたっての留意事項 

・各申請に必要な添付書類（雇用契約書、免許証、納税証明書など）を事前に PDF 化し、速やかに申請

できるようご準備ください。 

・作業を中断する場合は、各申請の最終ページにある「一時保存」を選択し保存をしてください。一時保

存をしない場合、入力内容は保存されません。 

・添付するファイル名は「法人名 書類種別」と記載してください。例：「〇✖福祉会 運転免許証」 

・①交付申請・変更申請、②実績報告、③支給完了報告に使用する URL は、それぞれ異なるため、その

都度、メールにてご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金返済支援制度の流れ 

初回

登録 
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申請 
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完了 
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交付申請締切日：11 月末 実績報告締切日：2月末 

変更

申請 

交付

決定

通知 

変更

決定

通知 

補助

金 

送金 

支給完了報告締切日： 

補助金送金後 1か月以内 ※必要な場合のみ変更申請を行う 
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１初回登録 

１．初回登録の概要 

  法人情報を登録する手続きです。そのため、1 度登録した後は、（次年度以降）この手続きは不要です。 

また、登録時に記載いただく法人担当者のメールアドレス宛に交付申請・変更申請に必要な URL を発

行します。この URL は、毎年使用するため、大切に保存してください。 

 

２.初回登録の流れ 

2-1  初回登録フォーム URL： 

「 https://1234.form.kintoneapp.com/public/hyogowel-syougakukin-koufu-shinsei 」 

を入力し、初回登録フォームへ遷移します。 

 

2-2       を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3  必要事項を入力し、    を選択します。 

※担当者メールアドレスは、全角半角など必ずお間違えないように確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4  次のページは、    を選択し、その次のページは     を選択してください。 

 

 

https://1234.form.kintoneapp.com/public/hyogowel-syougakukin-koufu-shinsei
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2-5  回答後、下記画面が表示されます。続けて交付申請を行う場合は、     を選択してください。 

   もしくは、「担当者メールアドレス」にて回答いただいたメールアドレス宛に、交付申請・変更申請用

の URL が発行されるため、その URL からでも交付申請が出来ます。 

※URL は、今後も使用するため、大切に保存してください。 

 

      

【メールイメージ】 

 

URL は大切に保存して

おいてください。 
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２交付申請 

 

１．交付申請の概要 

補助金の交付申請手続きです。申請手続きは毎年 11 月末が締め切りです。申請内容に不備がある場合も考

慮し、余裕を持ってご申請ください。申請・審査後、交付決定の場合、メールにて『交付決定通知』および

実績報告用の URL を通知します。 

 

２．申請手続きを行う前に準備すること 

 下記「3-5」に記載の書類を PDF 化し、申請時に添付できるようご準備ください。 

 

３．交付申請の流れ 

3-1  初回登録時に回答したメールアドレス宛に通知した交付申請用の URL から申請手続きを行います。 

※メールは 4 頁 2-5 の【メールイメージ】を参照。 

※帳票出力の詳細は 16 頁に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2  画面が切り替わりましたら    を選択します。 

 

3-3  記載している内容を確認し、修正がある場合は修正し、    を選択します。 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目にレ点チェックを

お願いします 

帳票出力については 16 頁

に記載しています。 

画面の左上ボタンの『申込

申請・変更申請』ボタンを

クリック 

 

 

全項目の内容確認を 

お願いします 
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①  

①  

゜ 
②  

゜ 

3-4  【事業計画書】の作成を行います。（支給内容、支給計画の全項目を入力します。） 

     ①支給内容 

      ・手当名目… 例）奨学金返済支援金、奨学金手当等 

      ・年間支給回数・支給時期… 例）毎月、年２回（11 月、12 月）、年 1 回（2 月）等 

      ・職員 1 回あたりの支給額… 例）返済額の 2/3 ただし、月額上限 1 万円 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ②支給計画（対象者全員の情報を入力…   をクリックすると行が追加されます） 

      ・職員区分…「新規」・・・・・本年度から制度を利用する方 

「昨年と同額」・・昨年度から継続申請者のうち月額返済額が同額の方 

「昨年から変動」・所得連動方式での返済など月返済額が異なる方 

※半年賦の返済がある方で、昨年と年間返済額が変わらない方は、「昨年と同額」です。 

※「昨年と同額」の方は、証憑（スカラネット・パーソナルや加入通知）の添付は不要 

※「新規」・所得連動方式返済などの「昨年から変動」の方…証憑の添付が必要です。 

・補助残月数…補助残月数は、本年度の申請月数分を含まない月数で記載してください。 

例）法人の補助期間５年（60 か月）で新規申請者の場合、60-0＝60 か月なので〝60〟と記

載してください。法人の補助期間５年（60 か月）で昨年度 12 か月分を利用した職員の

場合、60-12＝48 か月なので〝48〟と記載してください。 

・氏名…名前が変更になった方は、旧姓を（ ）書きで記載してください。 

・計算式（年間奨学金返済額）、計算式（年間手当額）…年間返済額や年間手当額の計算式を記

載してください。 

例）毎月 1 万円を返済している方は『10,000×12』と入力してください。 

※新卒者の場合、10 月から返済が開始されますのでご注意ください。 

・法人分、職員分…法人分・職員分の補助額が自動計算されます。 

※法人分の補助金は、職員が申請年度中に返済する額（年間返済額）の 1/3 以内です。上限

は、各法人が手当等として支給する額（年間支給額）の 1/2 以内、又は６万円のいずれか低

い額になります。（1 円未満は切捨） 

※職員分の補助金は、年間返済額の 1/3 以内です。上限は、年間返済額から年間支給額を差し

引いた額、又は、法人分の補助額又は６万円のいずれか低い額です。（1 円未満は切捨）  

  ③すべての入力が完了しましたら     を選択します。 

対象の職員全員の情報を入

力してください。 

 

クリックすると行が追加さ

れます。 

補助額は自動計算にて算出

されます。 
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データ容量が越える場合は

人材福祉センターまでご連

絡をお願いします。 

 

3-5  必要書類の添付…状況に応じて必要な書類を添付してください。 

◎職員ごとに必要な書類 

・「雇用契約書又は雇い入れ通知書」の写し 

→初めて申請する職員は添付必須です。（前年度からの継続申請者は省略可） 

・ 「雇用保被保保被者格取得得等確認通知書」の写し 

→初めて申請する職員は添付必須です。（前年度からの継続申請者は省略可） 

・「住民票又は運転免許証など官公署が発行した対象職員の生年月日を確認できる書類」の写し 

 →初めて申請する職員は添付必須です。（前年度からの継続申請者は省略可） 

・「職員名簿又は組織図など対象職員の勤務地が分かる書類」の写し 

  →様式は問いませんが、勤務地を確認するため、申請する職員全員分が必要です。 

・「奨学金返還の口座振替加入通知」又は「機構による情報提供システム（スカラネット･パソナル）で表示

される詳細情報（補助対象職員の奨学生番号及び月賦返還額が確認できる画面を出力したもの」 

→職員の返済額を確認します。（前年度から継続申請者で返済額が前年度と同額の場合、省略可） 

・他の奨学金返済支援制度の写し →他制度を利用していない場合は省略可 

◎法人に関する書類 

・「兵庫県税の納税証明書（3）」（法人分） →必ず添付してください。 

・ 「就業規又又は賃金規程など手当等の支給根拠が分かる書類」の写し→必ず添付してください。 

・同居親族の雇用実態申立 →該当者がいない場合は省略可 

◎各種認定情報  認定がない場合は添付不要 
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交付申請完了を選択 

3-6  【申請完了確認】を行います。 

※申請内容をご確認の上、「交付申請完了」を選択し、   を押してください。 

※作業途中の場合は「一時保存」を選択し、    を押してください。 

→入力された内容が一時保存され、作業途中からの入力が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7   回答後、審査をいたします。交付決定の場合、ご入力いただいた「担当者メールアドレス」に『交

付決定通知』、及び実績報告申請用の URL の連絡をいたします。（不備がある場合も連絡します。） 

※交付決定後に対象の職員が増加するなど、補助額が増額する場合は、別途『変更承認申請』（9

頁）を行う必要があります。 
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状況に応じて必要な書類を添付してくださ

い。データ容量が越える場合は、人材福祉

センターまでご連絡をお願いします。 

３変更申請 

 

１．変更申請の概要 

  交付決定後に対象職員が増えるなど補助額が増額となる場合は、変更申請が必要です。 その場合は、福

祉人材センター宛（078-271-3881）に連絡してください。システムのステータスを変更し、変更申請が可

能となります。 

 

２．申請手続きを行う前に準備すること 

 下記「3-4」に記載の書類を PDF 化し、申請時に添付できるようご準備ください。 

 

３．変更申請の流れ 

3-1  人材センターに連絡後、交付申請・変更申請URLから、申込申請・変更申請ボタン（画面左上）

をクリックして変更申請の手続きを行ってください。 

※帳票の出力については 16 頁に記載しておりますので別途ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2  【交付申請法人情報】・【補助金申請の法人情報】の変更があれば修正し、     をクリック。 

 

3-3  【事業計画書】を修正します。（基本的な操作は本書 6 頁 3-4 を参照してください。） 

※特記事項欄に変更理由を記載してください。 

例 1）○○氏を、採用し▲月から手当を支給します。 

例２）○○氏が▲月に一括返済したため、▲月の手当も増額支給します。 

 

3-4 変更承認申請に必要な書類の添付ができる画面となります。 

 

                               

  

 

 

 

 

 

変更理由を入力し

てください。 

画面の左上の『申込申請・変

更申請』ボタンをクリック 

 
帳票出力については 16 頁

に記載しています。 

人材センターに連絡、ステータスを

変更し、変更申請を行います。 
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◎職員ごとに必要な書類 

【変更申請】「雇用契約書又は雇い入れ通知書」の写し 

→初めて申請する職員のみ添付してください。（交付決定した職員分は省略可） 

【変更申請】「雇用保被保保被者格取得得等確認通知書」の写し 

→初めて申請する職員のみ添付してください。（交付決定した職員分は省略可） 

【変更申請】「住民票又は運転免許証など官公署が発行した対象職員の生年月日を確認できる書類」の写し 

→初めて申請する職員のみ添付してください。（交付決定した職員分は省略可） 

【変更申請】「職員名簿又は組織図など対象職員の勤務地が分かる書類」の写し 

   →様式は問いませんが、勤務地の確認するため初めて申請する職員のみ添付してください。 

【変更申請】「奨学金返還の口座振替加入通知」又は「機構による情報提供システム（スカラネット･パー

ソナル）で表示される詳細情報（補助対象職員の奨学生番号及び月賦返還額が確認できる画

面）を出力したもの」 

→職員の返済額を確認します。そのため、初めて申請する方や交付決定時から返済額が異なった方は

添付してください。 

【変更申請】他の奨学金返済支援制度の写し 

→他制度を利用していない場合は省略可 

◎法人に関する書類 

「兵庫県税の納税証明書（3）」（法人分）→交付申請時に添付いただいているため、添付不要です。 

【変更申請】「就業規又又は賃金規程など手当等の支給根拠が分かる書類」の写し 

   →就業規又又は賃金規程などが変更となる場合は、添付してください。 

【変更申請】同居親族の雇用実態申立 →該当者がいない場合は省略可 

 

◎各種認定情報  認定がない場合は添付不要 （※各ファイル 最大容量 10MB） 

 

3-5 【申請完了確認】を行います。 

※申請内容をご確認の上、問題がなければ「変更申請完了」を選択し、   を押してください。 

※作業途中の場合は「一時保存」を選択し、   を押してください。 

→入力された内容が一時保存され、作業途中からの入力が可能となります 

 

3-6  回答後に福祉人材センターにて審査をいたします。交付が決定しましたら、福祉人材センター 

担当者より回答いただいた「担当者メールアドレス」に『社会福祉法人等奨学金返済支援事業補助金

額確定通知書』をいたします。 

※実績報告は、交付決定時のメールに記載している URL から手続きを行ってください。 
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４実績報告 

 

１．実績報告の概要 

 実績報告は毎年度 1 月末日までの実績を 2 月末日迄に報告します。なお、報告に必要な『入金一覧表』は

2 月初旬頃に職員が直接、日本学生支援機構に電話にて依頼し、入手してください。 

 

２．申請手続きを行う前に準備すること 

 下記「3-4」に記載の書類を PDF 化し、申請時に添付できるようご準備ください。 

 

３．実績報告の流れ 

3-1  交付決定通知メールに記載のURLをクリックし、実績報告（画面左上）をクリックして実績報告

の手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2  法人情報、振込先情報の内容のご確認・入力してください。入力後    をクリック。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面の左上ボタンの『実績

報告』をクリック 

 

【法人情報】全項目の内容につい

てご確認、入力をお願いします 

【振込先情報】全項目の内容につい

てご確認、入力をお願いします。 

『次へ』をクリック 
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3-3 【実績報告書】の作成を行います。（支給内容、実績報告の全項目を入力します。） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ①支給内容（法人様内での支給名目・支給回数、時期等を記載してください） 

    ・支給名目… 例）奨学金返済支援金、奨学金手当 

    ・年間支給回数・支給時期… 例）毎月、年２回（11 月、12 月）支給 

    ・職員 1 回あたりの支給額… 例）月額上限 1 万円 

   ②実績報告（対象者全員の情報を入力…   をクリックすると行が追加されます） 

・氏名 …名前が変更になった方は、旧姓を（ ）書きで記載してください。 

・返済対象月数（補助残月数）、年間返済額、年間手当額の入力をお願いします。 

返済対象月数とは、手当対象とした月数です。12 か月対象の場合は、12 と入力してください。 

・計算式（年間奨学金返済額）、計算式（年間手当額） 

…年間返済額や年間手当額の計算式を記載してください。 

例）毎月 1 万円を返済している方は『10,000×12』と入力してください。 

    ・人数、法人分、職員分補助額、実績報告額、参考:交付決定時の補助申請額は自動計算されます。 

・特記事項 …交付申請時から返済額や手当額が変更になった場合はその理由を入力してください。 

        例１）○○氏は、産休のため、▲月以降の手当を支払っていない。 

例２）○○氏は、繰上げ返済を行い返済額が変更となったため。  など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③入力が完了しましたら    をクリックすると次画面（書類添付用画面）に変わります。 

 

② 

①  

交付申請時から返済額や手当額が変更になった場合は 

その理由を詳細に入力してください。 
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実績報告完了を選択 

3-4 【 実 績 報 告 に 関 する 添 付 書 類 】  

◎必要書類の添付…状況に応じて必要な書類を添付してください。 

・手当実績書類 

 →「賃金台帳」、又は「給与明細書」等、1 月末日までに職員に支給した手当等の月毎の実績がわか

る書類の写し 

  ※1 月末までに手当を支給していない場合は、添付不要です。 

・入金一覧表（返済実績書類） 

 →1 月末の返済実績が入金一覧表に反映される 2 月上旬頃に、日本学生支援機構に職員が直接電話

にて発行依頼し、入手してください。 

・その他添付用→名前が変更になった方は、変更になったことが分かる書類を添付してください。 

【 報 告 完 了 確 認 】  

申請内容をご確認の上、問題がなければ「実績報告完了」を選択し   を押してください。福祉人材

センター宛に実績報告が通知され審査をいたします。（不備がある場合も連絡いたします。） 

   ※作業途中の場合は、「一時保存」を選択し    を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5  回答・審査後、不備がない場合は、福祉人材センター担当者より回答いただいた「担当者メールアド

レス」に支給完了報告用 URL を連絡します。 

※URL は、今後も使用するため、大切に保存してください。 

万が一データ容量が越える

場合は人材福祉センターま

でご連絡をお願いします。 

 

各ファイル  

最大容量 10MB 
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５支給完了報告 

 

１．支給完了報告の概要 

  実績報告後、本会から、法人分職員分まとめて法人口座に補助金を送金します。職員分の補助金は、受

領後 1 か月以内に職員に支給し、支給完了報告います。 

なお、「支給完了報告書」は福祉人材センターのホームページからダウンロードができます。 

（URL : https://hyogo-fukushijob.com/events/event/833/） 

※支給完了報告書は複数枚での提出可です。 

※支払完了報告書の本人受領サインを省略する場合は、法人から口座振込みを証する書類（支給日、職

員名、金額が記載されたもので、法人の原本証明必要）を添付してください。 

 

２．申請手続きを行う前に準備すること 

 予め下記「3-3」に記載の書類を PDF 等にして、申請時に添付できるようご準備ください。 

 

３．支給完了報告の流れ 

 

3-1 実績報告後にメールにてご案内したURLをクリックし、支給完了報告（画面左上のボタン）をクリ

ックして支給完了の手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 下記【法人情報】のご確認いただき問題なければ     をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面の左上ボタンの『支給

完了報告』をクリック 

 

https://hyogo-fukushijob.com/events/event/833/
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3-3 【 支 給 完 了 報 告 に関 す る 添 付 書 類 】  

◎必要書類の添付…状況に応じて必要な書類を添付してください。 

・支給完了報告書 

   支給完了報告書の添付をお願いします。但し職員の受領サインがない場合はその他の書（下記に記

載）も必要となります。 

・その他の書類 

「支給完了報告書」の職員の受領サインを省略する場合、「支給完了報告書」と法人から口座振込

みを証する書類（支給日、対象職員名、金額が記載されたもので、法人の原本証明必要）の添付を

願いします。 

【支給報告完了確認】 

報告内容をご確認の上、「支給報告完了」を選択し    を押してください。 

→報告後福祉人材センター宛にて審査します。（不備がない場合、連絡はありません） 

※作業途中の場合は、「一時保存」を選択し    を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万が一データ容量が越える

場合は人材福祉センターま

でご連絡をお願いします。 

 

支給報告完了を選択 
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６帳票出力 

 

１．帳票出力方法の概要 

 各申請（報告）内容をPDF形式で出力するフォームです。 

 ※ 各申請時に添付する必要はありませんが、申請内容を保存する場合など必要に応じてご活用ください。 

 

２．帳票出力の流れ 

 

2-1  各申請完了時に表示される、     もしくは、メールにて通知した URL から遷移します。 

    ※申請時の帳票を出力する場合は、各申請の URL から遷移してください。 

    例えば、実績報告時の帳票を出力する場合のイメージを下記にて示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メールイメージ】 
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2-2  下記画面内で申請に係る各書類ファイルの PDF を出力することができます。①My ページ上段    

  のプルダウンメニューより出力したい帳票を選択し、②オレンジ色のボタン「帳票出（PDF）」をクリ

ックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （以下出力帳票のイメージ） 

    交付申請書                  交付決定内容変更承認申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① プルダウンメニュー

より帳票を選択して

ください 

②クリックすると帳票の

PDF が出力されます。 
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       実績報告書                 支給完了報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    事業計画書（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     事業報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


